
 

 

○宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要項 

 

（趣旨) 

第１条 この要項は、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化防止及び再生可能エネル

ギーの利用促進を目的として、市内の住宅に住宅用太陽光発電設備及び住宅用蓄電設備を同時に設

置した者に対し、予算の範囲内において宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助

金（以下、「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条 この要項で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 住宅 延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供する一戸建ての建築物であって、申請者が  

市内に所有し、かつ、居住しているものをいう。 

(２) 補助対象設備 第３条第１項第１号及び第２号に規定する設備をいう。 

 

（補助対象設備） 

第３条 補助対象設備は、次の第１号及び第２号に規定する要件を全て満たし、かつ、住宅用として

販売されているものとする。 

(１) 住宅用太陽光発電設備 

ア 太陽電池を利用することにより、太陽光を受けて発電する装置及び電力変換装置等で構成さ

れているもの 

イ 公称最大出力が２kW以上 10kW未満であるもの 

ウ 未使用品であるもの 

(２) 住宅用蓄電設備 

ア 前号の太陽光発電設備と接続され、当該設備が発電した電気を充放電する蓄電池部及び電力

変換装置等で構成されているもの 

イ 蓄電容量が１kWh以上であるもの 

ウ 据置型であるもの 

エ 未使用品であるもの 

２ 前項第１号に規定する住宅用太陽光発電設備及び第２号に規定する住宅用蓄電設備を、宇治市ゼ

ロカーボン設備導入事業費補助金交付要項第３条第１項第３号に掲げる高効率給湯機器又は第４

号に掲げるコージェネレーションシステムと同時に、申請日の属する年度内に設置した場合は、こ

の要項に定める補助金の交付申請に併せて、宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金交付要項に

定める補助金の交付申請を行うことができる。 

３ 前項の規定に基づき宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金の交付を申請する場合においては、

この要項に定める補助金の交付申請と同時に行わなければならない。 

４ 前項の場合において、補助金の交付申請ができる期間は、この要項の規定にかかわらず、宇治市

ゼロカーボン設備導入事業費補助金交付要項の定めによるものとする。 

 



 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に規定する要件を全て満たす個人とする。

ただし、同一の住宅につき、この要項に基づく補助金の交付は１回限りとする。 

(１) 市内に自らが所有し、かつ、居住している住宅に補助対象設備を同時に設置した者（新築時

の設置を含む）、又は市内に、補助対象設備を設置した新築住宅を自らが居住する目的で取得した

者 

(２) 補助対象設備による発電に関する電力受給契約を電力会社と締結した者（ただし、発電した

電気を全量売電するものは対象としない。） 

 （３）当該住宅において、宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金交付要項に規定する補助金の交

付を受けたことがない者 

(４) 市税を滞納していない者 

(５)  宇治市暴力団排除条例（平成 25年宇治市条例第 43号）第２条第４号に規定する暴力団員等   

   でない者  

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の対象となる経費は、補助対象設備の購入及びその設置工事に要した経費とし、補助

金の額は別表１に定める額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に 1,000円未満の端数が生じたときは、それぞれ、その端

数を切り捨てた額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、宇治市家庭向け自立型再生

可能エネルギー導入事業費補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第 1号）に、市長が必要と認

める書類を添えて、電力受給開始日から６か月以内に市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する交付申請書兼実績報告書を提出できる期間は、市長が別に定める。     

３ 申請者は、補助対象設備を設置した住宅を他の者と共有している場合は、その共有者の承諾を得

ていなければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応

じて行う実地調査等によりその適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、宇治市家庭向け自立型再生可能エネ

ルギー導入事業費補助金交付決定兼確定通知書（別記様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。 

３ 市長は、第 1項の規定により補助金の不交付を決定したときは、宇治市家庭向け自立型再生可能

エネルギー導入事業費補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知するもの

とする。 

 



 

 

(補助金の請求) 

第８条 前条の規定による補助金の交付決定兼確定通知を受けた者（以下「交付対象者」という。)は、

当該通知を受けた日から 30 日以内に、宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助

金交付請求書（別記様式第 4号）を市長に提出しなければならない。 

 

(補助金の交付) 

第９条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、交付対象者に対し補助金を交付するものと

する。 

 

(交付決定の取消し) 

第 10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を

取り消すことができる。 

(１) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(２) この要項の規定に違反したとき。 

(３) その他、市長が不適当と認めたとき 

２ 市長は、前項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、宇治市家庭向け自立型再生可能エ

ネルギー導入事業費補助金取消通知書（別記様式第５号）により、交付対象者に通知するものとす

る。 

 

(補助金の返還) 

第 11 条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定の取消しを行った場合において、既に 

補助金が交付されているときは、宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金返還

命令書（別記様式第６号）により、期限を定めてその補助金の返還を命ずることができる。 

 

(調査及び指導) 

第 12条 市長は、補助金の交付に関する事務を適正に執行するため、補助対象設備の設置及び管理の

状況並びに当該設備が設置された住宅の状況について調査し、必要な指導をすることができる。 

 

（管理) 

第 13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備をその法定耐用年数の期間中、善良な管理者の注

意をもって維持管理し、当該設備を設置した住宅における電力使用に充てなければならない。 

 

(財産処分の制限) 

第 14条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備をその法定耐用年数の期間内に廃棄、売却等によ

り処分しようとするときは、あらかじめ宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助

金に係る財産処分承認申請書（別記様式第７号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（協力） 



 

 

第 15条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めること

ができる。 

 (１) 補助対象設備に係るアンケートへの回答 

 (２) 補助対象設備の使用状況に係るデータの提供等、市長が必要と認める事項 

  

（その他） 

第 16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要項の施行の際、現に改正前の宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金

交付要項の規定により、補助金等の交付を受けているものは、改正後の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 

（施行期日） 

１ この要項は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 改正後の第 6 条の規定は、この要項の施行の日（以下「施行日」という。）以後に再生可能エネルギー発

電に関する電力受給（以下「電力受給」という。）を開始したものについて適用し、施行日前に電力受給を開

始しているものについては、なお従前の例による。 

 

（施行期日） 

３ この要項は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

別表１（第５条関係） 

補助対象設備 補助金の額 

1 住宅用太陽光発

電設備 

太陽電池モジュールの公称最大出力値の合計値に１kW あたり 10,000

円を乗じて得た額とし、上限を 40,000円とする。 

ただし、第５条第１項の補助対象経費の２分１以内の額とする。 

２ 住宅用蓄電設備 蓄電設備の蓄電容量に１kWhあたり 16,000円を乗じて得た額とし、上

限を 80,000円とする。 

ただし、第５条第 1項の補助対象経費の２分の１以内の額とする。 

 


